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１．業務の目的 

 現在、わが国において環境・交通・健康増進等重要な課題があり、平成２９年５月に

「自転車活用推進法」が施行され、サイクルスポーツの振興等による健康長寿社会の実

現や、サイクルツーリズムの推進による観光立国の実現など、さまざまな分野での自転

車利用が注目されている。 

本市では今まで以上に市民の自転車利用に対する理解を深めるとともに、本市を訪れ

るサイクリストや一般の観光客、市民に対して、自転車を軸として地域の魅力を高め、

活性化を図る施策を包括的に推進するため「宿毛市自転車を活用したまちづくり計画」

を策定した。本事業により、今後の中長期的な計画を目指す上での自転車を活用したま

ちづくり施策にかかる情報発信方法や事業実施方法についてアドバイス及びプロデュー

スにより自転車を活用し宿毛市の活性化を図る。 

 

２．業務の概要 

 （１）業 務 名：自転車を活用したまちづくりプロデュース事業業務委託 

 （２）業務内容：別添業務仕様書のとおり 

 （３）委託期間：委託契約締結日から令和 2年 3月 10日まで 

 （４）委託予定額：3,628,800円（消費税及び地方消費税を含む）を上限とし、提案内

容に関わらず、この上限額を超える提案は受け付けない。 

 

３．参加資格 

本業務の企画提案に参加できる者は、次に掲げる事項を全て満たす者とする。 

 （１）過去５年間に、自転車に関する計画または、自転車関連業務の委託業務の実績

があること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該

当しない者であること。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなさ

れている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始

の申立てがなされている者（会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再

生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。 

（４）宿毛市暴力団排除条例（平成２３年宿毛市条例第３号）第２条第３号に規定する

暴力団員等ではないこと。 

（５）私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）等

に抵触する行為を行っていない者であること。 

 

４．委託候補者の選定スケジュール 
内  容 時  期 

公募開始（実施要領等の公表、質問受付

開始） 
令和元年６月２５日（火） 

質問書提出期限 令和元年６月２８日（金）17：00 まで 

質問の回答集約分を電子メールで送付 令和元年７月２日（火） 

参加意向申出書受付期限 令和元年７月８日（月） 

企画提案書等の提出期限 令和元年７月１６日（火）17：00 まで 

企画提案プレゼンテーション案内 令和元年７月１９日（金） 

企画提案プレゼンテーション実施 令和元年７月下旬 

選考結果通知発送 令和元年７月３１日（水） 

 



５．質問受付及び回答 

 本実施要領、仕様書等について、確認事項や不明な点がある場合は質問書（様式第 3

号）を提出すること。 

 （１）提出期限：令和元年 6月 28日（金）17：00まで 

 （２）提出方法：質問書（様式第 3号）を電子メールにより提出すること。 

（３）回答方法：提出された質問は個別に回答するとともに、参加事業者には 

令和元年 7月 2日（火）までに社名を伏せた上で全質問に対する回 

答集約分を電子メールにて送付する。 

 （４）提 出 先：後記１２を参照 

 

６．参加意向申出書の提出 

 （１）提出期限：令和元年 7月 8日（月）17：00まで 

 （２）提出書類：「企画提案書等提出書類一覧及び留意事項」（別紙１）を参照 

 （３）提出方法：持参又は郵送（必着）による。 

 （４）提 出 先：後記１２を参照 

 

７．企画提案書等の提出 

 （１）提出期限：令和元年 7月 16日（火）17：00まで 

         なお、期限までに提出がない場合は、辞退したものとみなす。 

 （２）提出書類：「企画提案書等提出書類一覧及び留意事項」（別紙１）を参照 

 （３）提出方法：持参又は郵送（必着）による。 

 （４）提 出 先：後記１２を参照 

 

８．事業者の選定 

（１）プレゼンテーション 

  ア 実施日時・場所 

    令和元年７月下旬（未定）宿毛市役所３階 第三会議室 

    （※開始日時等は、企画提案プレゼンテーション案内送付時に通知します。） 

  イ 実施時間 

   １事業者につき４０分以内（プレゼンテーション２０分以内、質疑応答２０分以

内とする） 

  ウ その他 

・プレゼンテーションは非公開とする。 

・プレゼンテーションで使用する機材等がある場合は、事業者で用意すること。 

・プレゼンテーションは提出された資料を基に行うこと。追加提案の説明や 

追加資料の配布は、原則認めない。 

 

（２）選定方法 

事業者の選定は、市が庁内委員会を設置し、提出書類と提案内容のプレゼ 

ンテーションにより審査を行い、最高得点者を受託候補者とし、次に得点の 

高かった者を次点の事業者として選定する。 

 

 

 

 

 



 

（３）選定基準 

  書類及びプレゼンテーションの評価は下表の基準により行う。 

 

 
 

審査

項目 

 

審査の視点 
配

点 

 

評価の基準 

 

 

業
務
の
進 
め
方 

業務の実施方法や進め 

方に必要な工夫がされ 

ているか 

50 

50 独自性があり、新たな視点からの工夫がある 

30 充分な工夫が見られる提案である 

10 工夫が見られず、一般的な内容である 

0 内容が不適切で全体像が不明 

事業実施のスケジュー
ルは適正かつ効率的な
ものとなっているか 

50 

50 独自性があり、新たな視点からの工夫がある 

30 充分な工夫が見られる提案である 

10 工夫が見られず、一般的な内容である 

0 内容が不適切で全体像が不明 

 

 

 
実
施
体
制 

 

 

自転車の利用促進に向
けた効果的な普及啓発
の実施体制となってい
るか（企画提案内容） 

100 

100 独自性があり、新たな視点からの工夫がある 

70 充分な工夫が見られる提案である 

30 工夫が見られず、一般的な内容である 

0 内容が不適切で全体像が不明 

自転車の持つ幅広いメリ

ット・効果について多くの

人の興味を引くPRとなっ

ているか（PRの実施）  

100 

100 独自性があり、新たな視点からの工夫がある 

70 充分な工夫が見られる提案である 

30 工夫が見られず、一般的な内容である 

0 内容が不適切で全体像が不明 

 

（４）結果の公表 

  審査結果は、全ての参加事業者に文書で通知する。 



 

９．契約の締結 

 前記８により委託業務の候補者として選定された事業者と契約の交渉を行うも

のとする。ただし、辞退その他の理由（契約締結までに前記３の参加資格を満たさ

なくなった場合又は次項１０に該当する事実が判明した場合等）で契約できない場

合、次点の者と契約の交渉を行う。 

 

１０．失格条項等 

 次の各号の一つに該当する場合は、失格とする。 

 （１）提出方法、提出先、提出期限に適合しない場合 

 （２）提出書類が仕様書等に示された条件に適合しない場合 

 （３）提出書類に虚偽の記載があった場合 

 （４）審査の公平性を害する行為があった場合 

 （５）その他、庁内委員会が社会通念に照らし失格にあたる事由があると認め 

る場合 

 

１１．その他留意事項 

 （１）本プロポーザルの参加に要した費用は、すべて参加者の負担とする。 

 （２）提出後の企画提案書等の修正等は、提出期限内においてのみ可能とする。 

 （３）提出書類の著作権は参加者に帰属するが、審査及び（４）に示す公開に必

要な範囲において無償で複製することができるものとし、提出書類は返

却しない。 

 （４）提出された提案書は、宿毛市情報公開条例（平成１３年宿毛市条例第２６

号）に基づく情報公開請求があった場合、ならびに議会へ説明する場合、

公開することとする。 

 （５）提出書類に虚偽の記載をし、プロポーザルが無効とされた場合、その者 

に対し指名停止措置を行うことがある。 

 （６）仕様書の記載内容については、業務を進めるうえで、軽微な変更を行う 

場合がある。 

 （７）参加申込者が１者のみの場合は、プレゼンテーションを行った上で、本 

委託業務を受託するに当たり、適切に業務を遂行できるかを総合的に判 

断し、選定する。 

（８）提出書類は、提案者に無断で本プロポーザル以外に使用しない。 

 

１２．問い合わせ・提出先 

 〒788-8686 高知県宿毛市桜町２番１号 
  宿毛市役所企画課政策企画係 担当：有田・鎌田 

  TEL：0880-63-1118 FAX：0880-63-0174 
  E-mail：kikaku@city.sukumo.lg.jp 

  



（別紙１） 

企画提案書等提出書類一覧及び留意事項 

１．質問書 

 提出期限 令和元年 6 月 28 日（金）17:00 まで（※メールによる） 

 

 ①質問書（様式第 3 号） 

プロポーザル参加申込書とは提出方法が異なるので注意。 

 

２．参加意向申出書 

 提出期限 令和元年 7 月 8 日（月）17:00 まで（※持参又は郵送（必着）による） 

 ①プロポーザル参加意向申出書（様式第１号）正本１部 

企画提案書とは提出期限が異なるので注意。 

 ②委託事業者の主要業務実績（任意様式）正本 1 部 

 任意様式 

 ③誓約書及び照会承諾書（様式第 2 号）正本１部 

 様式第 2 号のとおり 

 

３．企画提案書等 

 提出期限 令和元年 7 月 16 日（火）17:00 まで（※持参又は郵送（必着）によ

る） 

 ①企画提案書（任意様式）正本 1 部、副本 9 部 

企画提案書（任意様式）を表紙とし、別紙（A４縦版とし、A４サイズ以上にな

る場合は A４サイズに折り込むこと）に業務の実施方法について具体的に記載

すること。 

 ②業務実施体制（任意様式）正本 1 部、副本 9 部 

様式のとおり 

※最近の主な経歴には受託業務実績を記載し、「担当」には受託業務において実

際に担当された職務内容（役割や主・副担当の別など）を記載すること。 

 ④会社概要書 10 部 

※会社の概要パンフレットで可 

 ⑤見積書（任意様式）正本１部 

消費税を除いた価格及び税込価格を記載し、可能な限り内訳の記載に努めるこ

と。 

 

 
 


